
関東学連役員用　夢の島公園アーチェリー場　加盟校主管大会受付マニュアル

１．依頼を受付け前に
1 関東学連は、会場の確保ができるかを確認する。
2 加盟校には、1月代表者会議にて7月からの夢の島公園アーチェリー場利用についての受
付を開始するお知らせを出す。（会場の確保、東京都アーチェリー協会からの審判員の派
遣依頼）

3 受付の締め切りは3月の第３日曜日とする。
4 案内を出す際、公認申請することが出来ることを伝える。
5 土日のみ開催の定期戦に限る。（東京都アーチェリー協会からの審判員の派遣を平日に
行っていただくことは難しいため）

２．開催基準について
1 富岡公園・BumBなど他の射場で開けない規模か
2 大会の品格の確保（各大学の伝統戦、大学の公式戦における使用のみ認め、練習試合な
どは認めないこと）

　
３．依頼受付にあたり

1 加盟校は、大会開始の開催の二ヶ月前に、「大会実施要項」、「夢の島公園アーチェリー場
利用誓約書」、「関東学連・東京都アーチェリー協会役員派遣依頼書」に署名の上、は提出
すること。文書が揃わない場合、利用を認めない。

2 関東学連は、東京都アーチェリー協会に役員の派遣を依頼すること。
3 関東学連からは委員長職を１名、副職（競技委員は必ず入れる）から数名選出し、開催日

に立ち合わせること。利用する加盟校には関東学連の役員がいるため、その役員も運営
に手伝わせること。

4 加盟校は実行委員会を設けること。実行委員会は、関東学連と連絡を取り、「大会実施要
項」に基づき、当日どのような試合をするのか、事前打ち合わせをすること。

４．大会当日の役割
1 関東学連は、実行委員会に指示を出し、大会役員として動かし、円滑に試合運営を行うこ
と。

2 大会役員は東京都アーチェリー協会の一級審判員の指示を厳守し、事故の無いように運
営をすること。

3 的に矢が届かない選手には、全日本アーチェリー連盟「競技規則」に基づき、競技委員長
より行射中止を命じる場合がある。

4 事前に設定した禁止ゾーンに射った選手には、東京都アーチェりー協会の「競技運営安全
規程」に基づき、競技委員長より即刻の行射中止を命じる。

5 設営・撤去は加盟校の選手・役員に積極的に行わせること。学連役員の立場はあくまでも、
設営・撤去を教える立場。ただし、タイマーやタイマーコード、放送機材は、設営・撤去の際
にも学連役員以外には触らせないこと。

6 大会役員は、倉庫の状態を使用前後で同じになるように最終確認をすること。（設営の開
始前に写真を撮る）

7 ペグを数えるのは加盟校の学生でも構わないが、使用前の本数と使用後の本数を必ず記
録し、また学連役員に報告させ、差異が生じていた場合は、連盟委員長に射場を離れる前
に報告すること。

５．謝金について
1 役員　　全日　5000円、半日　3000円
2 競技委員長（一級審判員）　2000円　加算する
3 交通費　1000円



関東学連役員用　夢の島公園アーチェリー場　設営手順マニュアル

１．設営手順
1 倉庫から用具を出す前に、最初の倉庫内の置き場所写真を撮っておくこと。
2 メジャーを用いて直角三角形(30 m,40 m,50 m)を作り、40 mのところに旗を立てる

（選手待機場所の柱から伸びている線とシューティングライン（以下「SL」という）の交点を
直角の頂点にする）

3 SLから旗までメジャーを伸ばし、69.75 mのところに旗を立てる
4 両端で行い、69.75 mの旗を結ぶことでターゲットラインを引く
5 片方の旗にメジャーの0 mを合わせ、反対側の旗までメジャーを伸ばす
6 脚を置くときの目印として、最初は1.5 mにペグをうち、以降3 mおきにペグをうつ（ペグに

脚の中心を合わせて設置する）
7 使用したペグ（黒いペグ、釘、的ペグ等）の本数を必ず記録すること。

（撤去時に回収したペグの本数と照合し、差異が生じていないか確認する）

２．試合前　会場の確認事項
1 会場周囲にオレンジ色のバリケードが張られているか
2 カラーコーンとタイガーロープが張られているか
3 築山の裏に見張りがインカム等を持っている状態で位置についているか
4 立入禁止の看板が会場周囲に設置されているか
5 タイマーが通常通り動くかテストする
6 見張りを交代する際、前の当番の人は、必ず次の当番の人が見張りの位置についてから

移動すること。
7 タイマーを操作する人は、STARTボタンを押す前に周囲を見回し、SLより的側に人がいな

いことを確認すること。

３．試合前　選手への確認事項
1 矢の本数は使用できる矢を８本以上用意する。また、ロスト矢対策のため、クイーバーに

入れる矢の本数は８本までとする。
2 ネーム（イニシャル等でも可）を事前に書いておくこと。ヒビ入りや割れている矢、羽が折れ

ているまたは、破れている矢は使用しないこと。
3 天候によっては行射を中断、あるいは中止する場合があるが、学連役員の指示に従うこ

と。
4 安全確保のため、禁止ゾーンに射った選手、たびたび的に矢が届かない選手には、競技

委員長より行射中止を命じる。
5 ロスト矢が起きた際には、必ず選手本人が探し、見つからない場合、学連役員に報告し、

競技後に全員で捜索する。
6 全日本アーチェリー連盟「競技規則」及び東京都アーチェリー協会の「競技運営安全管理

規程」を順守する。

４．試合終了後の手順
1 役員の指示に従い速やかに撤去を開始する。
2 使用したペグは抜いた後地面に置かず、必ず事前に決めた回収担当に、手渡しすること。
回収担当者は、回収数を設営時に使用した数との照合を行うこと。

3 備品は、最初に撮った写真の通りに、倉庫内の元の位置に戻すこと
4 未発見のロスト矢がある場合は、見つかるまで捜索する。ロストした選手は必ず捜索に参
加すること。

5 倉庫の写真を撮影した人は、片付け後に倉庫内が現状復帰しているか確認する。

5.　注意事項
　１　タイマーのケーブルは投げない事。１巻90,000円する精密機器です。
　２　   学連役員のみがSLライン系の撤去を担当する。



３    メジャーを脚等に結ばないこと。メジャーは力がかかると切れやすくなります。


